
出水市病院事業公告第１１号 

 公募型プロポーザルを行うので、次のとおり公告する。 

令和７年１０月１５日 

 

              出水市病院事業管理者  鮫 島 幸 二 

  

業務発注部署 出水総合医療センター事務部総務課 

業務名 出水市病院事業院内保育所管理運営業務 

業務概要 

１ 業務内容 

本業務は、出水総合医療センター内に院内に設置する保育所

の管理及び運営業務である。 

２ 業務仕様 

別紙「出水市病院事業院内保育所管理運営業務委託仕様書」

のとおり 

３ 契約期間 

契約締結日から令和１３年３月３１日まで 

４ 履行期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全

て満たすものとする。 

⑴ 法人等を設立して５年以上経過しており、認可保育所又は

認可外保育施設（定員１９人以上の保育施設に限る。）の管理

運営（業務委託契約による受託管理運営を含む。以下同じ。）

の実績を５年以上有する者。 

⑵ 九州管内に本社又は営業所等の事務所を有する法人等であ

って、当医療センターの要請に対して早急な対応が可能であ

ること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の４の規定に該当しない者であること。 

⑷ 参加表明書の提出期限までに、出水市物品調達等入札参加

資格審査要綱（平成２０年出水市告示第６９号）第４条の規

定に基づき、入札参加登録者名簿に登録されていること。 

⑸ 公告日から契約締日までの間に、出水市物品調達等有資格

業者の指名停止に関する要綱（平成２０年出水市告示第７０

号）第３条の規定に基づく指名停止措置期間中でないこと。 



⑹ 手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状態が著

しく不健全なものでなく、財政状況及び損益状況が良好であ

ること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手

続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

に基づく再生手続開始申立てがなされていない者であるこ

と。 

⑻ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号。（以下「暴対法」という。））第２条

の暴力団をいう。）、暴力団員等（暴対法第２条第６号の暴力

団員及び暴力団の構成員とみなされる者をいう。）又は法人で

あってその役員が暴力団員等でないこと。 

⑼ 本企画提案において、参加者又は構成員として複数の参加

申込みをしていないこと。 

担当部署 

〒８９９－０１３１ 鹿児島県出水市明神町５２０番地 

  出水総合医療センター事務部総務課総務係 

  電話  ０９９６－６７－１６１１（内線１２３０） 

  ＦＡＸ ０９９６－６７－１６６１ 

実施要領等の交付期

間、場所及び方法 

１ 交付期間 
公告日から令和７年１１月２０日（月）午後５時１５分まで 

２ 交付場所及び方法 
  出水総合医療センターホームページからダウンロード 

参加表明書、企画提案

書等の提出期限、場所

及び方法 

１ 提出期限 
⑴  参加表明書 

令和７年１０月２８日（火）午後５時１５分 
⑵  企画提案書等 

令和７年１１月２０日（木）午後５時１５分 
２ 提出場所及び方法 
⑴ 提出場所 

担当部署に同じ 
⑵ 提出方法 

持参又は郵送（簡易書留に限る。） 
郵送の場合は、提出期限までに担当部署へ到着したものに 

限る。 

その他 

１ 企画提案書等の取扱い 

⑴  提出された参加表明書、企画提案書等は、返却しないこと

とする。 

⑵  提出された参加表明書、企画提案書等は、本業務の目的を 

達成するために必要な範囲内において複製することがある。 



⑶  提出された参加表明書、企画提案書等は、本業務の目的を 

達成するために必要な範囲を超えて、無断で使用することは

ない。 

２ 失格 

参加事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、失格と

なる。 

⑴ 提出された参加表明書、企画提案書等に虚偽の内容が記載

されているとき。 

⑵ 審査の公平性を害する行為を行ったとき。 

⑶ 参加資格の要件を満たさなくなったとき。 

⑷ 企画提案書等が提出期限までに提出されなかったとき。 

⑸ 見積金額（消費税額及び地方消費税額を含む。）が事業上限

額を超えているとき。 

３ その他 

⑴  本プロポーザルへの参加に要した費用の全ては、参加事 

業者の負担とする。 

⑵  提出期限の経過後は、参加表明書、企画提案書等の提出、 

再提出及び差替えを認めない。 

⑶ 提出された参加表明書、企画提案書等は、出水市情報公開条

例（平成１８年出水市条例第１６号）の規定に基づく公文書

の開示請求の対象となる。 

⑷  参加表明書提出後に本プロポーザルへの参加を辞退する場

合は、辞退届を提出すること。 

⑸  電子メール等の通信事故については、当院はいかなる責任 

も負わない。 

⑹  詳細は、「出水市病院事業院内保育所管理運営業務委託に係

る公募型プロポーザル実施要領」による。 

 


